
【日弁連】検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国
家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
日弁連は、２０２０年（令和２年）４月６日、「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律
案に反対する会長声明」を公表しました。
黒川検事長の勤務延長に関する政府の決定は、明らかに違法であり、政府は違法行為を正当化するために法改正を行おうとしています。
「法の支配」を揺るがす深刻な事態であり、コロナ災害に隠れ、このような暴挙が行われることは許されません。
以下、日弁連の会長声明の全文です。

政府は、本年１月３１日の閣議において、２月７日付けで定年退官する予定だった東京高等検察庁検事長について、国家公務員法（以下
「国公法」という。）第８１条の３第１項を根拠に、その勤務を６か月（８月７日まで）延長する決定を行った（以下「本件勤務延長」と
いう。）。

しかし、検察官の定年退官は、検察庁法第２２条に規定され、同法第３２条の２において、国公法附則第１３条の規定により、検察官の職
務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとされており、これまで、国公法第８１条の３第１項は、検察官には適用されてい
ない。

これは、検察官が、強大な捜査権を有し、起訴権限を独占する立場にあって、準司法的作用を有しており、犯罪の嫌疑があれば政治家をも
捜査の対象とするため、政治的に中立公正でなければならず、検察官の人事に政治の恣意的な介入を排除し、検察官の独立性を確保するた
めのものであって、憲法の基本原理である権力分立に基礎を置くものである。

したがって、国公法の解釈変更による本件勤務延長は、解釈の範囲を逸脱するものであって、検察庁法第２２条及び第３２条の２に違反し、
法の支配と権力分立を揺るがすものと言わざるを得ない。

さらに政府は、本年３月１３日、検察庁法改正法案を含む国公法等の一部を改正する法律案を通常国会に提出した。この改正案は、全ての
検察官の定年を現行の６３歳から６５歳に段階的に引き上げた上で、６３歳の段階でいわゆる役職定年制が適用されるとするものである。
そして、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、役職定年を超
えて、あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるようにしている（改正法案第９条第３項ないし第５項、第１０条第２
項、第２２条第１項、第２項、第４項ないし第７項）。

しかし、この改正案によれば、内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の人事に介入をすることが可能となり、検察に対する国民の信頼を
失い、さらには、準司法官として職務と責任の特殊性を有する検察官の政治的中立性や独立性が脅かされる危険があまりにも大きく、憲法
の基本原理である権力分立に反する。

よって、当連合会は、違法な本件勤務延長の閣議決定の撤回を求めるとともに、国公法等の一部を改正する法律案中の検察官の定年ないし
勤務延長に係る特例措置の部分に反対するものである。

２０２０年（令和２年）４月６日
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